
【広島市技術管理課からのお知らせ】 

 広島市は「週休２日工事」の普及・拡大に取り組んでいます  

趣 要  

建設業界においては、来年４月からの労働基準法適用（時間外労働上限規制）及び担い手確保に

向け、休暇が取れる環境とするなど、魅力ある働き方への改革が急務となっております。 

このため、広島市においては、平成３１年３月から働き方の魅力向上に繋がる週休２日を促進す

べく、原則、土曜日・日曜日において現場閉所とする「週休２日工事」に加え、令和５年１０月よ

り技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日を確保する「週休２日交替制工事」の

試行にも取り組んでいます。 
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・「発注者指定型」とは、発注時から発注者の指定により「週休２日工事」を実施する工事をいう。 

※設計方法：当初設計時点から４週８休以上であった場合の補正係数を乗じて設計計上を行い、 

      ４週８休に満たなかった場合は、補正係数を減じて設計変更を行う。 

・「週休２日交替制工事」とは、対象期間において、現場閉所することなく工事を行ったとしても、 

 技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上を確保する取り組みをいう。 

 （「週休２日交替制工事」は、令和５年１０月より導入しています。） 

・今後、国で行われている「月単位の週休２日」の導入を目指します。 
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  発注者指定型 

⇒原則 
全工事発注者指定型へ 

⇒補正係数の見直し 

⇒試行開始 「週休２日工事」 「受注者希望型」 

⇒市場単価への補正追加 

⇒補正係数の見直し 

受注者希望型 
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又は 
発注者指定型 

⇒発注者指定型の導入 

※対象工事の拡大、振替期間の緩和 

⇒週休 2日交替制工事の導入 

（土木工事） 


